登録要件確認票
（下記の要件に該当する場合は、確認欄の□にチェックを入れてください。）
	対象者について

	該当確認欄
	登　録　要　件

	□
	中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）第２条第１項各号のいずれかに該当する中小事業者、または同項第３号に規定する中小企業者と同規模の医療法人若しくは社会福祉法人であること。

	□
	町内に本社若しくは本店を有する法人事業者若しくは町内に住所を有する個人事業者又は町内に支社、営業所、工場等があって、採用予定勤務地が町内にある法人事業者若しくは個人事業者であること。

	□
	雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）の適用を受けている事業者であること。

	□
	風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）第２条第１項に規定する風俗営業、同条第５項に規定する性風俗関連特殊営業及び同条第１３項に規定する接客業務受託営業を行う事業者でないこと。

	□
	町税を滞納していない者であること。

	実施予定のインターンシップについて

	該当確認欄
	登　録　要　件

	□
	町内の事業者が実施するものであり、実施期間が実働１日以上であること。

	□
	インターンシップは、採用選考活動とは一切関係ないことを明確にし、就業体験の提供を目的としたものであること。

	□
	受入事業者と補助対象の学生が雇用関係にないこと。

	□
	労働関係法令が遵守されたものであること。

	□
	補助対象の学生にとって３親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等でないこと。

	□
	受入事業者が、本補助金の交付対象となる交通費を、当該補助対象の学生に対し、あらかじめ適正に支払うものであること。

	□
	当該認定を受けた場合は、三芳町ホームページ等による周知啓発活動に協力すること。


※　応募者多数の場合は、中小企業者を優先とします。
※　雇用保険法の適用については、個人事業者は除く。



